
・加茂市･田上町火災予防条例で一般住宅･併用住宅・アパートに住宅用火災警報

器の設置が義務付けられ、取付期限（平成 23年 6月 1日）が過ぎました。 

 

加茂地域消防本部からのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※火災警報器には天井や壁に取り付けるタイプがあります。 

 

火災警報器の取り付け方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災警報器の中心（感知部）を

壁から 60cm 以上離して取り

付けます。 

エアコン吹き出し口や換気

扇付近では、1.5m 以上離し

ましょう。 

天井から 15～50cm 以内に

火災警報器の中心（感知部）

がくるようにします。 

取
り
付
け
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
所
（
寝
室
、
階
段
） 

 

取
り
付
け
を
お
す
す
め
す
る
所
（
台
所
、
そ
の
他
の
居
室
） 

こども部屋（寝室） 主 寝 室 

階 段 

居 間 台 所

階 段 

問合せ先 

加茂地域消防本部・署   ５２－１７７０ 

田上出張所        ５７－５３００ 

 


